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次

 

ペ
ー
ジ

規

則

〇
農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
農
林
水
産
経
営
支
援
課
）　
　

一

告

示

〇
国
土
調
査
の
成
果
の
認
証 

（
地
域
復
興
支
援
課
）　
　

二

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
指
定 

（
社
会
福
祉
課
）　
　

二

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
変
更
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　
　

三

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　
　

三

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 
（　
　

同　
　

）　
　

四

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分 

（
農
村
整
備
課
）　
　

四

〇
保
安
林
の
指
定
の
解
除
の
予
定 

（
森
林
整
備
課
）　
　

四

〇
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更 

（　
　

同　
　

）　
　

四

〇
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
の
変
更
の
届
出 

（
建
築
宅
地
課
）　
　

五

公

告

〇
平
成
二
十
九
年
度
個
人
情
報
保
護
条
例
の
運
用
状
況 

（
県
政
情
報
・
文
書
課
）　
　

五

〇
平
成
二
十
九
年
度
情
報
公
開
条
例
の
施
行
状
況 

（　
　

同　
　

）　
　

六

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了 

（
建
築
宅
地
課
）　
　

七

選
挙
管
理
委
員
会

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
訂
正
（
平
成
二
十
七
年
分
） 

七

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
訂
正
（
平
成
二
十
八
年
分
） 

八

公
安
委
員
会

〇
技
能
検
定
員
及
び
教
習
指
導
員
資
格
審
査
の
実
施
に
つ
い
て 

八

正

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
二
九
八
四
号
（
平
成
三
十
年
八
月
十
四
日
付
け
）
中 

　
　

八

規

則

　

農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
百
二
号

　
　
　

農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
三
項
第
二
十
三
号
を
削
り
、
同
項
第
二
十
四
号
中
「
第
二
百
三
十
一
条
第
一
項
第
二
十
二
号
」
を
「
第
二

百
三
十
一
条
第
一
項
第
二
十
一
号
」
に
、「
様
式
第
六
十
号
」
を
「
様
式
第
五
十
九
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二

十
三
号
と
し
、
同
条
第
四
項
第
一
号
中
「
様
式
第
六
十
一
号
」
を
「
様
式
第
六
十
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
様

式
第
六
十
二
号
」
を
「
様
式
第
六
十
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
様
式
第
六
十
三
号
」
を
「
様
式
第
六
十
二
号
」

に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
様
式
第
六
十
四
号
」
を
「
様
式
第
六
十
三
号
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
第
一
項
中
「
様
式
第
六
十
五
号
」
を
「
様
式
第
六
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
様
式
第
六
十
六
号
」

を
「
様
式
第
六
十
五
号
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
中
「
様
式
第
六
十
七
号
」
を
「
様
式
第
六
十
六
号
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
中
「
様
式
第
六
十
八
号
」
を
「
様
式
第
六
十
七
号
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
五
十
四
号
中
「農

事
組
合
法
人
の
名
称

」
を
「農

業
協
同
組
合

（農
事
組
合
法
人

）の
名
称

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
五
十
九
号
を
削
る
。

　

様
式
第
六
十
号
中
「第

231条
第
１
項
第
22号

」
を
「第

231条
第
１
項
第
21号

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
五
十

九
号
と
す
る
。

　

様
式
第
六
十
一
号
を
様
式
第
六
十
号
と
し
、
様
式
第
六
十
二
号
か
ら
様
式
第
六
十
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ

る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

発　　　　行
宮 城 県
（総務部県政情報・文書課）
宮城県仙台市青葉区
本町三丁目８番１号
電話 022（211）2267
（毎週火，金曜日発行）
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２ 　

改
正
前
の
農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て

は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
九
十
八
号

　

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土
調
査
の
成
果
を

認
証
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

　
　

川
崎
町

二　

調
査
を
行
っ
た
時
期

　
　

平
成
二
十
八
年
度
か
ら
平
成
二
十
九
年
度
ま
で

三　

成
果
の
名
称

　
　

川
崎
町
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

四　

調
査
を
行
っ
た
地
域

　
　

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
川
内
字
大
鳥
谷
山
、
同
字
細
工
小
屋
の
一
部
、
小
野
字
権
現
森
山
、
同
字
大
塚
山

五　

認
証
年
月
日

　
　

平
成
三
十
年
十
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
九
十
九
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法

律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
介
護
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

居
宅
療
養
管
理
指
導

事　

業　

所　

の　

名　

称

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

申
請
者
の
名
称

申　

請　

者　

の　

所　

在　

地

指
定
年
月
日

大
崎
調
剤
薬
局
大
宮
店

大
崎
市
古
川
大
宮
五
丁
目
一
番
二
十
四
号

有
限
会
社
健
康
堂
薬
局

大
崎
市
古
川
駅
前
大
通
一
丁
目
六
番
二
号

平
成
三
十
年
四
月
一
日

大
崎
調
剤
薬
局
古
川
東
店

大
崎
市
古
川
李
埣
一
丁
目
一

－

二
十
二

有
限
会
社
健
康
堂
薬
局

大
崎
市
古
川
駅
前
大
通
一
丁
目
六
番
二
号

平
成
三
十
年
四
月
一
日

正
明
薬
局
調
剤
セ
ン
タ
ー

大
崎
市
古
川
諏
訪
二

－

二

－

四
十

株
式
会
社
ウ
ィ
ー
ズ
東
北
Ｕ

大
崎
市
古
川
諏
訪
二

－

二

－

四
十

平
成
三
十
年
六
月
一
日

仙
台
調
剤
栗
原
店

栗
原
市
築
館
宮
野
中
央
二

－

三

－

二
十
四

シ
ッ
プ
ヘ
ル
ス
ケ
ア
フ
ァ
ー
マ

シ
ー
東
日
本
株
式
会
社

仙
台
市
泉
区
泉
中
央
一
丁
目
七
番
地
一

平
成
三
十
年
四
月
一
日

二　

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

事　

業　

所　

の　

名　

称

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

申
請
者
の
名
称

申　

請　

者　

の　

所　

在　

地

指
定
年
月
日

仙
台
調
剤
栗
原
店

栗
原
市
築
館
宮
野
中
央
二

－

三

－

二
十
四

シ
ッ
プ
ヘ
ル
ス
ケ
ア
フ
ァ
ー
マ

シ
ー
東
日
本
株
式
会
社

仙
台
市
泉
区
泉
中
央
一
丁
目
七
番
地
一

平
成
三
十
年
四
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
法
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法

第2998号　平成30年10月５日　金曜日 （2）宮　　城　　県　　公　　報



〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
一
号

　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
通

所
支
援
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
四
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
児
通
所

支
援
の
種
類　
　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
五
二
七
〇
〇
六
七
七

こ
ど
も
発
達
セ
ン
タ
ー

あ
か
い
し
の
森　

居
宅

発
達
支
援
「
に
じ
」

富
谷
市
明
石
台
七
丁
目

二
番
地
一

居
宅
訪
問
型
児
童

発
達
支
援

認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
さ
わ
お
と
の

森

平
成
三
十
年

十
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
二
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
五
日

 

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
の
種
類　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
一
一
二
〇
〇
〇
五
八

若
葉
園

登
米
市
東
和
町
米
川
字

西
綱
木
二
十
三
番
地
十

六

就
労
定
着
支
援

社
会
福
祉
法
人

恵
泉
会

平
成
三
十
年

十
月
一
日

〇
四
一
一
二
〇
〇
三
三
〇

す
て
っ
ぷ

登
米
市
石
越
町
南
郷
字

小
谷
地
前
一

－

一

就
労
定
着
支
援

医
療
法
人
財
団

姉
歯
松
風
会

平
成
三
十
年

十
月
一
日

〇
四
一
一
五
〇
〇
六
〇
六

ア
ビ
リ
テ
ィ
ー
ズ
ジ
ャ

ス
コ
古
川
セ
ン
タ
ー

大
崎
市
古
川
沢
田
字
筒

場
浦
十
五
番
イ
オ
ン
タ

ウ
ン
古
川
内

就
労
定
着
支
援

ア
ビ
リ
テ
ィ
ー

ズ
ジ
ャ
ス
コ
株

式
会
社

平
成
三
十
年

十
月
一
日

〇
四
一
一
五
〇
〇
八
〇
四

鳴
子
地
域
福
祉
事
業
所　

ま
る
ち
ゃ
ん
家

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
坂

の
上
百
三
十
七
番
地
六

就
労
継
続
支
援
Ｂ

型

企
業
組
合
労
協

セ
ン
タ
ー
事
業

団

平
成
三
十
年

十
月
一
日

〇
四
一
二
二
一
〇
〇
二
三

ア
ビ
リ
テ
ィ
ー
ズ
ジ
ャ

ス
コ
大
河
原
セ
ン
タ
ー

柴
田
郡
大
河
原
町
字
新

東
二
十
二

－

四

就
労
定
着
支
援

ア
ビ
リ
テ
ィ
ー

ズ
ジ
ャ
ス
コ
株

式
会
社

平
成
三
十
年

十
月
一
日

律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
指

定
し
た
指
定
介
護
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事　

業　

所　

の　

名　

称

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

開
設
者
の
名
称

開　

設　

者　

の　

所　

在　

地

変　

更　

年　

月　

日

旧

あ
ん
暖
手
ナ
ー
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

石
巻
市
須
江
字
し
ら
さ
ぎ
台
三
丁
目
三
番
八
号
メ
ゾ
ン
・

ド
・
エ
グ
レ
ッ
ト
Ｂ
一
〇
一
・
一
〇
二

株
式
会
社
国
土
コ
ン
サ
ル
テ

ィ
ン
グ

石
巻
市
三
輪
田
字
新
寺
前
字
五
十
六
番
地

平
成
三
十
年
七
月
一
日

新

石
巻
市
渡
波
字
上
榎
壇
一
二
九

－

一

旧

社
会
福
祉
法
人
栗
原
市
社
会
福
祉
協
議

会
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

栗
原
市
築
館
薬
師
三
丁
目
六
番
二
号

社
会
福
祉
法
人
栗
原
市
社
会

福
祉
協
議
会

栗
原
市
築
館
薬
師
三
丁
目
六
番
二
号

平
成
三
十
年
八
月
一
日

新

栗
原
市
築
館
高
田
一
丁
目
六
番
三

－

十
二
号

旧

社
会
福
祉
法
人
栗
原
市
社
会
福
祉
協
議

会
訪
問
介
護
事
業
所

栗
原
市
築
館
薬
師
三
丁
目
六
番
二
号

社
会
福
祉
法
人
栗
原
市
社
会

福
祉
協
議
会

栗
原
市
築
館
薬
師
三
丁
目
六
番
二
号

平
成
三
十
年
八
月
一
日

新

栗
原
市
築
館
高
田
一
丁
目
六
番
三

－

十
二
号
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〇
四
一
二
六
三
〇
〇
三
〇

ア
イ
エ
ス
エ
フ
ネ
ッ
ト

ラ
イ
フ
松
島

宮
城
郡
松
島
町
高
城
字

町
七
十
七

就
労
定
着
支
援

株
式
会
社
ア
イ

エ
ス
エ
フ
ネ
ッ

ト
ラ
イ
フ

平
成
三
十
年

十
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
三
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
す
る
旨
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

廃
止
す
る
指
定
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

設
置
者
名

廃
止
年
月
日

〇
四
一
二
一
〇
〇
〇
七
五

蔵
王
す
ず
し
ろ

刈
田
郡
蔵
王
町
遠
刈
田

温
泉
字
七
日
原
一

－

七

百
二
十
九

就
労
継
続
支
援
Ａ

型

社
会
福
祉
法
人

は
ら
か
ら
福
祉

会

平
成
三
十
年

九
月
三
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
四
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良

事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
行
っ
た
地
区
の
名
称

　
　

南
鹿
原
地
区

二　

処
分
の
年
月
日

　
　

平
成
三
十
年
九
月
二
十
五
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
五
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　

 　

気
仙
沼
市
外
浜
一
の
二
・
三
の
二
・
一
一
の
二
・
一
四
の
二
・
六
三
の
二
（
以
上
五
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

魚
つ
き

三　

解
除
の
理
由

　
　

指
定
理
由
の
消
滅

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
気
仙
沼
市
役
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）　

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
六
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

石
巻
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
牡
鹿
郡
女
川
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

魚
つ
き

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　

石
巻
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
牡
鹿
郡
女
川
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　
　

㈡　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

㈢ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈣　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
並
び
に
石
巻
市
役
所
及
び
女
川
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）
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〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
七
号

　

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
構

造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

届
出
者
の
名
称

　
　

株
式
会
社
グ
ッ
ド
・
ア
イ
ズ
建
築
検
査
機
構

二　

変
更
後
の
届
出
者
の
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

　

１　

東
京
都
新
宿
区
百
人
町
二
丁
目
十
六
番
十
五
号

　

２　

神
奈
川
県
横
浜
市
中
区
尾
上
町
四
丁
目
五
十
七
番
地

　

３　

福
島
県
郡
山
市
喜
久
田
町
字
松
ヶ
作
十
六
番
百
四
十
一
号

　

４　

群
馬
県
沼
田
市
白
沢
町
上
古
語
父
字
天
神
甲
九
百
三
十
八

三　

変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

　
　

平
成
三
十
年
十
月
一
日

公

告

〇
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
八
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
七
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
第
六
十
二
条
の
規
定
に

よ
り
、
平
成
二
十
九
年
度
に
お
け
る
条
例
の
運
用
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

１
　
個
人
情
報
取
扱
事
務
の
登
録
件
数
　
1,292件

２
　
開
示
請
求
の
件
数
及
び
そ
の
決
定
内
容

　
⑴
　
件
数
及
び
決
定
内
容

受
付
件
数

決
　
　
　
定
　
　
　
内
　
　
　
容

開
　
示

部
　
分

開
　
示

非
開
示

存
否
応

答
拒
否

文
　
書

不
存
在

そ
の
他

処
理
中

437
56

153
25

1
148

54
0

（
注
）「
そ
の
他
」
と
は
，
取
下
げ
又
は
却
下
を
い
う
。

　
⑵
　
実
施
機
関
別
内
訳

区
　
　
　
分

実
施
機
関
名

件
　
数

決
　
　
　
定
　
　
　
内
　
　
　
容

開
　
示

部
　
分

開
　
示

非
開
示

存
否
応

答
拒
否

文
　
書

不
存
在

そ
の
他

知
事

28
8

9
0

1
9

1

公
営
企
業
管
理
者

0
0

0
0

0
0

0

教
育

委
員

会
251

36
15

25
0

135
40

選
挙
管
理
委
員
会

0
0

0
0

0
0

0

人
事

委
員

会
4

4
0

0
0

0
0

公
安

委
員

会
0

0
0

0
0

0
0

警
察

本
部

長
148

2
129

0
0

4
13

監
査

委
員

0
0

0
0

0
0

0

労
働

委
員

会
0

0
0

0
0

0
0

収
用

委
員

会
0

0
0

0
0

0
0

海
区
漁
業
調
整
委
員
会

0
0

0
0

0
0

0

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

0
0

0
0

0
0

0

地
方
独
立
行
政
法
人

宮
城
県
立
病
院
機
構

0
0

0
0

0
0

0

地
方
独
立
行
政
法
人

宮
城
県
立
こ
ど
も
病
院

0
0

0
0

0
0

0

公
立
大
学
法
人
宮
城
大
学

6
6

0
0

0
0

0

合
計

437
56

153
25

1
148

54

（
注
）「
そ
の
他
」
と
は
，
取
下
げ
又
は
却
下
を
い
う
。

３
　
開
示
請
求
の
決
定
に
対
す
る
不
服
申
立
て
の
件
数
及
び
そ
の
処
理
状
況

　
⑴
　
件
数
及
び
処
理
状
況
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〇
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
一
年
宮
城
県
条
例
第
十
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
二
十
九
年
度
に
お
け
る
条
例
の
施
行
の
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

前
年
度

か
ら
の

継
続
分

今
年
度

の
不
服

申
立
て

計

処
　
　
　
理
　
　
　
状
　
　
　
況

裁
　
　
　
　
　
決

取
下
げ
審
理
中

却
　
下
棄
　
却
一
　
部

認
　
容
認
　
容

審
　
査

請
　
求

3
1

4
0

1
0

0
2

1

　
⑵
　
概
要

　
　
イ
　
宮
城
県
個
人
情
報
保
護
審
査
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。）
に
諮
問
さ
れ
た
も
の

不
服
申
立
て
年
月
日

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

処
理
状
況

平
成
28年
７
月
13日

物
件
事
故
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
部
分
開
示
決
定
に
対

す
る
審
査
請
求

棄
却

平
成
28年
11月
17日

児
童
虐
待
記
録
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
開
示
請
求
の
却

下
に
対
す
る
審
査
請
求

取
下
げ

平
成
28年
11月
17日

児
童
虐
待
記
録
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
開
示
請
求
の
却

下
に
対
す
る
審
査
請
求

取
下
げ

平
成
29年
10月
２
日

優
生
手
術
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
不
存
在
決
定
に
対

す
る
審
査
請
求

審
理
中

　
　
ロ
　
審
査
会
に
諮
問
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
（
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
を
除
く
。）　
０
件

４
　
口
頭
に
よ
る
開
示
請
求
の
件
数
　
45,418件

５
　
訂
正
請
求
の
件
数
及
び
そ
の
決
定
内
容
　
０
件

６
　
訂
正
請
求
の
決
定
に
対
す
る
不
服
申
立
て
の
件
数
及
び
そ
の
処
理
状
況
　
０
件

７
　
利
用
停
止
請
求
の
件
数
及
び
そ
の
決
定
内
容
　
０
件

８
　
利
用
停
止
請
求
の
決
定
に
対
す
る
不
服
申
立
て
の
件
数
及
び
そ
の
処
理
状
況
　
０
件

９
　
実
施
機
関
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
に
関
す
る
苦
情
の
申
出
の
件
数
及
び
そ
の
処
理
状
況
　
０
件

10　
事
業
者
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
に
関
す
る
苦
情
の
相
談
の
件
数
及
び
そ
の
処
理
状
況
　
０
件

１
　
行
政
文
書
の
開
示
請
求
及
び
開
示
決
定
等

　
⑴
　
件
数
及
び
決
定
内
容

受
付
件
数

決
　
　
　
定
　
　
　
内
　
　
　
容

開
　
示

部
　
分

開
　
示

非
開
示

存
否
応

答
拒
否

文
　
書

不
存
在

そ
の
他

処
理
中

1,508
900

304
10

8
91

195
0

（
注
）「
そ
の
他
」
と
は
，
取
下
げ
又
は
却
下
を
い
う
。

　
⑵
　
実
施
機
関
別
内
訳

区
　
　
　
分

実
施
機
関
名

件
　
数

決
　
　
　
定
　
　
　
内
　
　
　
容

開
　
示

部
　
分

開
　
示

非
開
示

存
否
応

答
拒
否

文
　
書

不
存
在

そ
の
他

知
事

1,331
860

242
7

4
61

157

公
営
企
業
管
理
者

9
0

5
0

0
1

3

教
育

委
員

会
86

22
25

2
1

18
18

選
挙
管
理
委
員
会

18
7

9
0

0
1

1

人
事

委
員

会
4

1
1

0
0

0
2

監
査

委
員

2
0

1
0

0
0

1

公
安

委
員

会
0

0
0

0
0

0
0

警
察

本
部

長
39

6
17

1
3

5
7

労
働

委
員

会
3

0
1

0
0

0
2

収
用

委
員

会
1

0
0

0
0

0
1

海
区
漁
業
調
整
委
員
会

1
0

0
0

0
0

1

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

1
0

0
0

0
0

1
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〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

富
谷
市
明
石
台
四
丁
目
五
番
一
、
五
番
四

　

仙
台
市
泉
区
八
乙
女
四
丁
目
一
番
地
の
三

 

株
式
会
社
日
枝　
　
　
　
　
　
　

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
百
七
号

地
方
独
立
行
政
法
人

宮
城
県
立
病
院
機
構

4
3

0
0

0
1

0

地
方
独
立
行
政
法
人

宮
城
県
立
こ
ど
も
病
院

1
0

0
0

0
1

0

公
立
大
学
法
人
宮
城
大
学

2
1

0
0

0
0

1

宮
城
県
住
宅
供
給
公
社

3
0

2
0

0
1

0

宮
城
県
道
路
公
社

2
0

1
0

0
1

0

宮
城
県
土
地
開
発
公
社

1
0

0
0

0
1

0

合
計

1,508
900

304
10

8
91

195

（
注
）「
そ
の
他
」
と
は
，
取
下
げ
又
は
却
下
を
い
う
。

２
　
不
服
申
立
て

　
⑴
　
件
数
及
び
処
理
状
況

前
年
度

か
ら
の

継
続
分

今
年
度

の
不
服

申
立
て

計

処
　
　
　
理
　
　
　
状
　
　
　
況

決
　
定
　
（
　
裁
　
決
　
）

取
下
げ

審
理
中

却
　
下
棄
　
却
一
　
部

認
　
容
認
　
容

異
　
議

申
立
て

4
0

4
0

1
1

2
0

0

審
　
査

請
　
求

3
5

8
0

3
0

0
0

5

計
7

5
12

0
4

1
2

0
5

　
⑵
　
概
要

　
　
イ
　
宮
城
県
情
報
公
開
審
査
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。）
に
諮
問
さ
れ
た
も
の

不
服
申
立
て
年
月
日

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

処
理
状
況

平
成
27年
８
月
21日

工
事
詳
細
設
計
業
務
報
告
書
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
非
開
示
決

定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

認
容

平
成
27年
10月
23日

教
科
書
採
択
議
事
録
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
部
分
開
示
決
定
に

対
す
る
異
議
申
立
て

認
容

平
成
28年
３
月
７
日

核
燃
料
税
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
部
分
開
示
決
定
に
対
す
る
異

議
申
立
て

一
部
認
容

平
成
28年
３
月
７
日

住
宅
共
益
費
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
不
存
在
決
定
に
対
す
る
異

議
申
立
て

棄
却

平
成
28年
８
月
18日

建
設
業
指
導
関
係
文
書
に
係
る
存
否
応
答
拒
否
決
定
に
対
す
る
審
査

請
求

棄
却

平
成
29年
１
月
５
日

産
業
廃
棄
物
処
理
指
導
関
係
文
書
に
係
る
存
否
応
答
拒
否
決
定
に
対

す
る
審
査
請
求

棄
却

平
成
29年
２
月
16日

出
動
要
請
報
告
書
関
係
文
書
に
係
る
存
否
応
答
拒
否
決
定
に
対
す
る

審
査
請
求

棄
却

平
成
29年
７
月
19日

談
合
情
報
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
部
分
開
示
決
定
に
対
す
る
審

査
請
求

審
理
中

平
成
29年
７
月
28日

調
査
業
務
業
者
選
定
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
部
分
開
示
決
定
に

対
す
る
審
査
請
求

審
理
中

平
成
29年
12月
５
日

体
罰
事
故
報
告
書
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
部
分
開
示
決
定
に
対

す
る
審
査
請
求

審
理
中

平
成
30年
２
月
20日

特
別
弔
慰
金
関
係
文
書
に
係
る
存
否
応
答
拒
否
決
定
に
対
す
る
審
査

請
求

審
理
中

平
成
30年
３
月
１
日

優
生
手
術
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
非
開
示
決
定
に
対
す
る
審
査

請
求

審
理
中

　
　
ロ
　
審
査
会
に
諮
問
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
（
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
を
除
く
。）　
０
件
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政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治
団
体
か
ら
提
出

が
あ
っ
た
平
成
二
十
七
年
分
収
支
報
告
書
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
八
年
宮
選
管
告
示
第
百
五
十
二
号
の
一
部
を
次
の
と

お
り
改
め
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
五
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

　

自
由
民
主
党
宮
城
県
参
議
院
選
挙
区
第
一
支
部
の
平
成
二
十
七
年
分
収
支
報
告
書
の
要
旨
の

２　

支
出
総
額
中

「２　
支
出
総
額

　
　
　

 22,419,528
」 
を 「２　

支
出
総
額

　
　
　

 22,424,028

」
に
、

４　

支
出
の
内
訳
中

「政
治
活
動
費

　
　
　
　
　

9,180,208　
　

「政
治
活
動
費　　
　
　

 

9,184,708

　
　

組
織
活
動
費

　
　
　
　

2,981,790｣

を　
　

組
織
活
動
費　　
　

 

2,986,290

」
に
改
め
る
。

〇
宮
選
管
告
示
第
百
八
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治
団
体
か
ら
提
出

が
あ
っ
た
平
成
二
十
八
年
分
収
支
報
告
書
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
九
年
宮
選
管
告
示
第
百
六
十
二
号
の
一
部
を
次
の
と

お
り
改
め
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
五
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

　

自
由
民
主
党
宮
城
県
参
議
院
選
挙
区
第
一
支
部
の
平
成
二
十
八
年
分
収
支
報
告
書
の
要
旨
の

１　

収
入
総
額
中

「１　
収
入
総
額

　
　
　
　

 28,103,567

」　

「１　
収
入
総
額

　
　
　
　

 28,099,067

」

　
　
　
　

前
年
繰
越
額

　
　
　

8,033,647

」
を　

　
　
　

前
年
繰
越
額

　
　
　

8,029,147

」
に
改
め
る
。

公
安
委
員
会

正

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
二
九
八
四
号
（
平
成
三
十
年
八
月
十
四
日
付
け
）
中

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
140号

　
道
路
交
通
法
（
昭
和
35年

法
律
第
105号

）
第
99条

の
２
第
４
項
第
１
号
イ
及
び
第
99条

の
３
第
４
項
第
１
号
イ
の

規
定
に
よ
り
、
技
能
検
定
員
資
格
審
査
及
び
教
習
指
導
員
資
格
審
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　
平
成
30年
10月
５
日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
山
口
　
哲
男
　
　

１
　
資
格
審
査
の
種
類
、
期
日
及
び
場
所

  資
　
格
　
審
　
査
　
の
　
種
　
類

資
格
審
査
の
期
日

資
格
審
査
の
場
所

　
新
た
に
技
能
検
定
員
の
資
格
又
は
教
習
指
導
員

の
資
格
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
者

平
成
30年
11月
７
日
か
ら

平
成
30年
12月
27日
ま
で

仙
台
市
泉
区
市
名
坂
字

高
倉
65番
地

宮
城
県
運
転
免
許
セ
ン

タ
ー

　
現
に
技
能
検
定
員
、
教
習
指
導
員
で
あ
る
者
が

他
の
運
転
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
の
資
格
又
は

教
習
指
導
員
の
資
格
を
追
加
し
て
取
得
し
よ
う
と

す
る
者

　
新
た
に
大
型
、
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
及
び

普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
の

資
格
又
は
教
習
指
導
員
の
資
格
を
取
得
し
よ
う
と

す
る
者
で
平
成
29年
、
30年
度
自
動
車
安
全
運
転

セ
ン
タ
ー
中
央
研
修
所
を
修
了
し
た
こ
と
等
に
よ

り
資
格
審
査
の
一
部
科
目
が
免
除
と
な
る
者

　
自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
中
央
研
修
所
を
修

了
し
た
こ
と
等
に
よ
り
資
格
審
査
の
全
科
目
が
免

除
と
な
る
者

２
　
資
格
審
査
申
請
手
続

　
⑴
　
受
付
期
間

　
　
 　
平
成
30年
10月
５
日
（
金
）
か
ら
平
成
30年
10月
19日
（
金
）
ま
で
の
午
前
８
時
30分
か
ら
午
後
５
時
15分
ま

で
（
土
曜
、
日
曜
及
び
祝
日
を
除
く
。）

　
⑵
　
受
付
場
所

　
　
　
仙
台
市
泉
区
市
名
坂
字
高
倉
65番
地

　
　
　
宮
城
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
内
　
宮
城
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課

　
⑶
　
資
格
審
査
申
請
用
紙
の
配
布

　
　
ア
　
配
布
期
間

　
　
　
 　
平
成
30年
10月
５
日
（
金
）
以
降
（
土
曜
、
日
曜
及
び
祝
日
を
除
く
。）
の
午
前
８
時
30分

か
ら
午
後
５
時

15分
ま
で

　
　
イ
　
配
布
場
所

　
　
　
　
宮
城
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
（
宮
城
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
）

３
　
そ
の
他

　
　
詳
細
に
つ
い
て
は
、
宮
城
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
に
問
い
合
わ
せ
を
す
る
こ
と
。

　
　
問
い
合
わ
せ
先
の
電
話
番
号
　
022－

373－
3601
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ペ
ー
ジ

五

段上

行十
一

正

構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
行
う

事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　
　
　
　

誤

住
所
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